
平成29年度第1回　野田市都市計画審議会次第

1　開　　会

2　市長挨拶

3　議　　事

　議案第1号

　議案第2号

　議案第3号

　議案第4号

　議案第5号

報告第1号

報告第2号

4その他

5　閉　　会

日時　平成29年　8月　3日（木）

　　　　午前10時から

場所　　市役所高層棟8階大会議室

野田都市計画用途地域の変更について（付議）

野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）

野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（付議）

野田都市計画地区計画（野田山崎地区）の変更について（付議）

野田都市計画下水道（野田市第1号公共下水道）の変更について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付議）

野田都市計画生産緑地地区の変更について（報告）

野田市都市計画マスタープランの見直しについて（報告）



議案第1号

　野田都市計画用途地域の変更について（付議）



野田市都市計画審議会

会長　石　井　　武　様

一ノ

野都都第126号の1
平成29年7．月24日

野田市長　鈴　木

野田都市計画用途地域の変更について（付議）

騒麟
罎鷲

　このことについて、都市計画法第21条第2項において準用する

同法第19条1項の規定により、別紙のとおり貴審議会に付議します。



用途地域、防火・準防火地域、地区計画
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用途地域防火・準防火地域（野田市駅西地区）

計画図（新）
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用途地域防火・準防火地域（野田市駅西地区）
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用途地域 （野田山崎地区）

計画図（新）
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野田都市計画用途地域指定・変更調書

整
現 計　　画 変 更　　案 不適 関連す

その
筒

理 面積 容積率 用　途 容積率 他の 土地’建物
格建 る措置

の概要所

名
番

口、

ワ

ha 用　途

地域
建ペイ

　率 地　域

建ペイ

　率

規制

現況

利用の概況
築物

の割

変更理由
と実施
時期（予

合 定）

土地利用 現在事業が進めら 防火地

野

m 1－1 2．3 準工 200160 商業 400／80 なし

は、住・商・

工が無秩序

に混在した 　

れている土地区画整
理事業の仮換地指定

に伴い、土地利用計

域

（用途

地域と
市 状態であ 画に基づき変更す 同時決

り、醤油醸 る。 定）

駅
造業の関連 準防火

西 施設　（工 地域

地

区

1・2 1．5 準工 200！60 近商 300／80 なし
場）、住宅・

商業施設等 　
（用途

地域と
が多くを占 同時決
めている。 定）

開発行為 誘致施設地区とし 第一種

野
による道路
築造等が進

て教育・文化施設等

の立地誘導を図ると
高度地
区

田 み、分譲住 していた地区の土地 （変更

山 宅の建築が 利用が、許容する なし）

崎

2
6．7 二住 200／60 一 中高 200／60 ．＿盲

　同 始ってい
る。低層戸

　 低・中層住宅を主体

とした住宅地に確定
地 建住宅とし したため、土地利用

区 ての土地利 計画に合せて変更す

用が進んで る。

いる。
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野田都市計画用途地域の変更新10対照表（野田市決定）

建築物の延べ

面積の敷地面

建築物の建築

面積の敷地血

外壁
の　後

建築物
の敷地

建築
物の・∨亨 新旧用途地域別面積

面　積　の
種　類

積に対する
割　　　　合

積に対する
割　　　　合

退距
離の
限度

面積の

最低限
　度

尚　さ

の限
度

新 旧 増　　　減

第一種低
層住居専
用　地　域
小　　　計

5／10以下

10／10以下
3ハ0以下
5，’10以下 一 一

10m
約　57ha
約670ha
約727ha

約　57ha
約670ha
約727ha

　

第二種低
層住居専
用　地　域
小　　　計

10／10以下 5／m以下
一 一

10m 約　6ha

約　61旧

約　6ha

約　6｜1a
一

第一種中
高層住居
専用地域
小　　　計

15／10以下

20／10以下

6／10以卜’

6／10以下 一 一 一

約13811a
約295ha
約433畑

約138ha
約288ha
約・126ha

約　6．7ha

約　6．711a

第　二種中

高層住居
20／10以．ド 6／ユo以ト

一 一 一

約　1911a 約　［9ha

　専用地域
小　　　計

糸勺　191坦 約　19ha

第一種住 20／10以下 6／10以下 約・168ha 約468ha
居　地　域 一 一 一 一
小　　　計 約’168ha 約46811a

第　：種住 20／10以下 6／10以ド 約100ha 約10711a 約△6．7ha

居　地　域 一 一 一
小　　　計 約100ha 約107ha 約△6．7ha

準　住　居 20／10以ド 6／10以・F 約　3一川la 約　3」ha
地　　　域 一 一 一 一
小　　　計 約　3411a 約　3411a

近隣商業 20／10以下 8／10以．ド 約　68ha 約　681旧

地　　域 30／10以下 8ハ0以卜 一 一 一 約　21田 糸（」1．511a

小　　　計 約　70ha 約　6811a 約　Lsha

商業地域 10／10以ド 8／10以下 約　30ha 約　2811a

一 一 一 約　2、3ha

小　　　計 約　30ha 約　28ha 約　2，31田　　　‘

準　工　業 20川0以下 6／10以ド 約123hd 約127ha 約△3．8h乙‘

他　　域 一 一 　
小　　　言1・ 約123ha 約1271旧 約△3．811a

丁業地域 20パ0以下 6川0以下 約151ha 約1541旧
一 一 一 一

小　　　計 約15」細 約1541田

丁業専用 20’10以下 6川0以下 約231ha 約23U田
」・也　　域

一 一 一 一
小　　　言1・ 約231hを1 約23日田

合　　計 一 一 一 一 　
約23り5hと） 約239511a
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用途地域による建築物の用途制限の概要

用途地域内の建築物の用途制限

O：建てられる用途

　×　；建てられない用途

1、2、3、4、▲　：面積、階数等の制限あり

第

二

種

低

準
住居地域

近
隣商業地域

商業地域

準

工
業地域

工
業地域

工
業専用地域

備　　　　　考

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿 O ○ ○ O ○ ○ O ○ O O ○ X

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ

建築物の延べ面積の2分の1未満のもの
O O O O O O o O o O O x 非住宅部分の用途制限あり。

店舗等の床面積が150m2以下のもの X 1 2 3 O o ○ o o o O 4

店舗等の床面積が150m2超え、500m2以下のもの X X 2 3 o O O ○ O O o 4
店　舗　等

店舗等の床面積が500m2を超え、1．500m2以下のもの X X ×
3 ○ o O o ○ ○ o 4

店舗等の床面積がL500m2を超え、31000m2以下のもの × X × × o o ○ ○ ○ O O 4

1；日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具

　屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下
2：1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保

代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者

等のサービス業用店舗のみ。2階以下

3：2階以下
4：物品販売店舗及び飲食店を除く。

店舗等の床面積が3、000mZを超え、↓0，000rη2以下のもの X × X × × O O O O ○ O 4

店舗等の床面積が10．000m2を超えるもの X × X × × X × ○ 0 ○ X x

事務所等の床面積が∫50m2以下のもの × × × ▲ ○ O ○ ○ O O O o
事務所等の床面積が150m2超え、500m2以下のもの × X X ▲ o O o o ○ ○ O O事務所等

事務所等の床面積が500mZを超え、1．500m2以下のもの x X × △ O ○ o O o ○ ○ O ▲2階以下
事務所等の床面積が1．500m2を超え、3．000m2以下のもの x × X x o o O ○ O O ○ O
事務所等の床面積が3．000m2を超えるもの × × X × × ○ ○ ○ ○． ○ o O

ホテル、旅館 X X X × ▲ O O 0 o． O X X ▲：3．000m似下

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、

バッティング練習場等
× X X 〉（ ▲ o O ○ ○ O O × ▲：3，000m2以下

カラオケボックス等 × X X × × ▲ ▲ ○ o ○ ▲ ▲ ▲：↓卯00m2以下

遊

麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等 X X x × × △ ▲ O O ○ ▲ x ▲；10．000m2以下

劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 X × X × × × ▲ O o ○ x ×
▲：客席及びナイトクラブ等の用途に供する

　部分の床面積200m2未満

キャバレー、個室付浴場等 X × x × X × × X O ▲ × X ▲：個室付浴場等を除く

幼椎園、小学校、中学校、高等学校 O O ○ O ○ ○ O o o ○ × x

大学、高等専門学校、専修学校等 × X ○ O O O O ○ ：o． o X X

図書館等 O O ○ o O O O 0 ○． ○ ○ X

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 o O O O O o o O ．o． o O O
神社、寺院、教会等 ○ ○ O ○ ○ ○ O ○ ○ O O O

公

共

病院 × X O ○ ○ O O O O ○ × X

公衆浴場、診療所、保育所等 ○ o ○ o ○ O O ○ o ○ ○ ○

老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等 O o O 0 O O ○ O o ○ O ×

老人福祉センター、児童厚生施設等 ▲ ▲ O 0 O O ○ o o O ○ O ▲：600m2以下

自動車教習所 x × X X ▲ O ○ ○ ○ o O O ▲：3ρ00mフ以下

単独車庫（附属車庫を除く） × X ▲ ▲ ▲ ▲ O o O O o O ▲・300m2以下2階以下

建築物付属自動車車庫

1、2、3については、建築物の延べ面積の1／2以

下かつ備考欄に記載の制限

｝ ｜ 2 2 3 3 O O O O O ○
1：600m2以下1階以下

2：3，000m2以下2階以下

3：2階以下※一団地の敷地内について別に制限あり

倉庫業倉庫 × × X X X X O ○ O O o O
畜舎（15m2を超えるもの） X × X X ▲ o O O o O O O ▲：3仰Om似下
パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建

具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下
× ▲ ▲ ▲ ○ ○ O o O O ○ O 原動機の制限あり。

▲：2階以下

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない
工場

× X X X 1 ｝ 1 2 2 ○ O ○

工

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場 X × X X X × X 2 2
○ ○ o

原動椴・作業内容の制限あり。

作業場の床面積

1：50m2以下

2：150m2以下危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場 × × X X × × X × x ○ O O
危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるお

それがある工場
× × X X × × X X × × ○ o

自動車修理工場 X × x ×
1 1 2 3 3 O ○ ○

作業場の床面積　「1：50而以下2：150nT以下　3：300㎡以下

原動機の制限あリ。

量が非常に少ない施設 × X X 1 2 o O O ○ ○ O O
火薬、石油類、ガスなど

の危険物の貯蔵・処理

の量

量が少ない施設 × X X X × × × O o 0 ○ O
量がやや多い施設 × X X × X X × × × O ○ ○

ポL500r1ド以下　2階以下

2：3、000m2以下

量が多い施設 × X × X X × × × X × ○ O

（注1）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません、．

〔注2）卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等は、都市計画区域内においては都市計画決定が必要など、別に規定があります。
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用途地域
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〔第＋糧低層繕居藩轍也鰍1

低想住宅のための地域．です。小規模なお店や事務所をかね．
た住宅や、小中学校などが建てられます、

「藁轡鍾繊璽犠藩藁髄繊｝

主に低層住宅のための地域：です、小中学校などのほか、1田
miまでの一定のお店などが建てられます．

第一種中高層住居専用地域．

中高層．住宅のための地域でず。病院、大学、田㎞管での

一
定のお店などが建てられます．

第二種中高層住居専用地域

主匡中高輝住宅のためのtt域です。病院、大学などのISh’‘

1．Mnigでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が
建てられます，

第一種住居地域

住居め環境を守るためめ地域です、3．a〕（㎞Zまでの店舗、

事務所、ホテルなどは建てられますt

第二種住居地域

主忙住居の環境を守るための地域です。店舗、．事務所、ホ
テル、カ．ラオケボック．スな．どは建てられま丁、

準住居地域 近隣商業地域

道路の沿遣において、自動車関違施設などの立地と、これ
と調和した住居の瑠境を保護するための地城ですF

‘

o

：19？

■

まわりの住民が日用品の買掬などをするための地環です．．
住宅や店舗のほかに小規摸の工場も建tられます．

商業地域

簸行、映画館、飲食店、百質店などが集まゐ地域です、．住
宅や小蜆模の工場も建τ．られます．．．

準工業地域

主に軽：業の工場やサービス施設等が立地する地娃てす．

危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てら
れます

工業地域

どんな工場でも建てられる地域です．住宅やお店は建てら
れますが、：学校、病院、ホテルなどは辻てられません

工業壌用地域

　　ny　　　　　　　x
　　．一＿．ノ　：．－tSZt

エ場のための地域てす　どんな工場て．も．建て．られますが、

住宅．お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません．

l

出典国土交通省ホームページ
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高度地区の種類及び制限内容

1　第一種高度地区

　建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ）は、

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方

向の水平距離の1．25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当
該水平距離から4メートルを減じたものの0．6倍に10メートルを
加えたもの以下とする。（下図参照）

寮、、

s 真北方向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北側隣地境界線

2　第二種高度地区

　　建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線

又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1，25倍に10メート
ルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたも

のの0．6倍に20メートルを加えたもの以下とする。（下図参照）

10 北側隣地境界線



議案第2号

　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）



　ノ
野都都第126号の2
平成29年7，月24日

野田市都市計画審議会

会長　石　井　　武　様

野田市長　鈴　木

　　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）

　このことについて、都市計画法第21条第2項において準用する

同法第19条1項の規定により、別紙のとおり貴審議会に付議します。
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野田都市計画防火地域及び準防火地域決定・変更箇所別調書

市町村名　野　田　市

変更後 変更前

図面 地 用　途 用　途
防・準 防・準

対照 区 而積 容積率 而積 容積率 理　由 備考
防の 防の

番号 名 （ha） 建ペイ （ha） 建ペイ
別 別

率 率

野
商業 準コ「 野田市駅西土地

田
400％ 200％

区両整理事業の実

市 施及び用途地域の1－1 防火 2．3ha 一 2．3ha

駅 変史に伴い、市街
西地

80％ 60％
地における火災の

危険を防除するた

区 近商 準工 め、本案のように

300％ 200％ 防火地域及び準防
1－2 準防 1．511a

　
1．511日

火地域を変更する

80％ 60％ ものである、、

野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更新旧対照表

面　　　積
種　　　類

新 旧

備　　　考

（面積の増・減）

防火地域

準防火地域

約　4．2ha

約　55　ha

約　1．9ha

約　53　ha

約2．3ha

約1．5ha

2



防火地域及び準防火地域における構造制限の概要

種別 防火地域
　　　準防火地域

（階数算定には地階を除く）

　　べ面積
階数

1001㎡以下 1001㎡超 5001㎡以下
　5001㎡超

1，5001㎡以下
1，5001㎡超

4階以上 ・ 耐火建築物

3　　階

・耐火建築物

・ 耐火建築物

・準耐火建築物

・技術的基準に

適合する木造

建築物

・耐火建築物

・準耐火建築物

・ 耐火建築物

2階以下
・耐火建築物

・ 準耐火建築物

・耐火建築

物

・ 木造建築物で

も可※

※外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。

耐火建築物とは

　　主要構造部を鉄筋コンクリートや鉄骨などの耐火性のある材料で造られた建

　築物。

準耐火建築物とは

　　耐火建築物より低い耐火性能をもつ建築物。一般的には、鉄骨で骨組をつくり、

　床と外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板のような耐火性の高い材料で覆わ

　れた建築物，

防火構造とは

　　木造建築物の外壁・軒裏の不燃化を図る構造で、燃えやすい木造の表面をモル

　タルなどで覆って燃えにくくした建築物。

3



議案第3号

　野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（付議）



　ノ
野都都第126号の3
平成29年7月24日

野田市都市計画審議会

会長　石　井　　武　様

野田市長　鈴　木
鍵鯨
難璽

　　　　野田都市計画地区計画の決定について（付議）

　このことについて、都市計画法第19条1項の規定により、別紙の

とおり貴審議会に付議します。



野田都市計画地区計画の決定（野田市決定）案

都市計画野田市駅西地区地区計画を次のように決定する。

名 称

位 置

面 積

地区計画の目標

区

域

の

整

備

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

土地利用の方針

地区施設の

整備の方針

建築物等の

整備の方針

野田市駅西地区　地区計画

野田市野田字谷座、字弁天谷津、字谷端及び字中谷向、上花輪字谷向、中

野台字谷向並びに中根新田字畔ケ谷及び字矢向の各一部の区域

約6．Oha

　本地区は、野田市の主要な産業である醤油醸造業を中心として発展して
きた地区であり、周囲には古くから醤油醸造に関係する建築物など多くの

歴史的文化的資源が残る魅力的な街並みを形成している。

　また、野田市総合計画では、野田市駅周辺を中心サービス核の一部とし

て位置付け、面的な市街地整備を行い、商業業務機能を強化するとともに、

歴史的文化的資源の有効活用により、街中へ来訪者を誘導するような野田

市の顔にふさわしい特色あるまちづくりを推進することとしている。

　そこで、地区計画により、適切な商業業務施設の誘致、周辺の景観と調

和した建築物の誘導を行い、土地区画整理事業の効果を維持するととも

に、野田市の玄関口として魅力的な街並みの形成を目標とする。

次のとおり地区を区分し、各地区の方針を以下に定める。

［商業地区］

　駅前広場に面した利便性の高い地区に商業地区を配置し、野田市の

中心サービス核を象徴する商業業務施設の誘導を図る。

　また、野田市駅は、市の主要な交通結節点であることから、市の玄

関口として、周辺の歴史的な景観と調和し、市の特性を活かした商業

業務施設の誘致と土地の高度利用を促進し、魅力ある賑わいに満ちた

交流の拠点づくりを図る。

［近隣商業地区］

　本地区の中心的役割を果たす商業地区を補完し、商業環境の維持発

展を促す地区として、近隣商業地区を配置する。

　また、本地区中心の商業地区から外縁部の準工業地区を結ぶ地区と
して、景観の調和を保ち、バランスの取れた街並みの形成を図る。

［準工業地区］

　本地区周辺の醤油醸造業等との調和を図るため、本地区外縁部に準

工業地区を配置する。

　また、本地区は、野田市の伝統的な産業と共存した商工業を誘導し、

周辺の歴史的な街並みへの連続性を保ち、まちづくりを推進する。

　本地区における地区施設は、土地区画整理事業により一体的に配置され

ているので、これらの地区施設の機能が損なわれないよう維持保全に努め
る。

　本地区の目標及び土地利用方針に基づき、地区の特性に応じた形態を備

えた建築物等の誘導を図る。そのため、建築物等の用途の制限、建築物の

敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限、

かき又はさくの構造の制限を定める。

1



地区の
地区の
名　称

商業地区 近隣商業地区 準工業地区

区　分 地区の
面　積 約2，3ha 約1．5ha 約2，2ha

用途地域 商業地域 近隣商業地域 準工業地域

次に掲げる建築物は、建築し 次に掲げる建築物は、建築し 次に掲げる建築物は、建築し
てはならない。 てはならない。 てはならない。

①1階部分を、住宅、共同住 ①1階部分のうち、野田市駅 ①自動車教習所

地

建

宅、寄宿舎又は下宿の用に供
するもの（ただし、住宅の用
に供する出入口、階段、廊下
等の避難施設、駐車場、駐輸

場及び建物の区分所有等に
関する法律第2条第4項に
定める共用部分を除く。）

前線に面する部分を・住宅、共

同住宅、寄宿舎又は下宿の用

に供するもの（ただし、住宅
の川に供する出入口、階段、

廊下等の避難施設、駐車場、

駐輸場及び建物の区分所有

②畜舎（動物病院及びペット
　ショップ等で、動物の収容の

　用に供する部分の床面積の
　合計が15㎡以下のものを
　除く。）

③マージャン屋、ばちんこ屋、

②自動車教習所 等に関する法律第2条第4 射的場、勝馬投票券発売所、

③畜舎（動物病院及びペット 項に定める共用部分を除 場外馬券売場その他これに
ショップ等で、動物の収容の く。） 類するもの

築 用に供する部分の床面積の ②自動車教習所 ④キャバレー、料理店その他
合計が15㎡以下のものを ③畜舎（動物病院及びペット これらに類するもの

区

物
　　　等

建築物等の

用途の制限

　除く。）

④マージャン屋、ばちんこ屋、
　射的場、勝馬投票券発売所、

　場外馬券売場その他これに
　類するもの
⑤倉庫業を営む倉庫
⑥キャバレー、料理店その他

　ショップ等で、動物の収容の

　用に供する部分の床面積の
　合計が15㎡以下のものを
　除く。）

④マージャン屋、ばちんこ屋、

　射的場、勝馬投票券発売所、

⑤集会場（業として葬儀を行
　うものに限る。）

⑥風俗営業等の規制及び業務
　の適正化等に関する法律第

　2条第1項第2号若しくは
　第3号又は同条第9項に規

これらに類するもの 場外馬券売場その他これに 定する営業の用に供する建
整 ⑦建築基準法別表第2（ち） 類するもの 築物

項第3号に掲げるもの ⑤倉庫業を営む倉庫
に

⑧集会場（業として葬儀を行 ⑥集会場（業として葬儀を行
うものに限る。） うものに限る。）

備

関

⑨風俗営業等の規制及び業務
　の適正化等に関する法律第
　2条第1項第2号若しくは
　第3号又は同条第9項に規
　定する営業の用に供する建
　築物

⑦風俗営業等の規制及び業務
　の適正化等に関する法律第

　2条第1項第2号若しくは
　第3号又は同条第9項に規
　定する営業の用に供する建

す 築物

1，000㎡ 300㎡ 150㎡

計

る

建　築

敷　地

の最低限度

物　の

面　積
（1）建築基準法別表第2
　めた建築物の敷地の用に供するもの。
（2）土地区画整理事業によ

ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。

　　　　　　　　　　　（い）

　　　　　　　　　　　　り換地された土地のうち、所有権その他の権利に基づいてその

項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認

全部を一の敷地として使用するもの。

事
建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、次のとおりとする。

なお、すみ切り部分の制限を除く。

壁面の位置 ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

の　　制 限 駅前広場に面する部分は2 1m以上とする。

項 m以上、その他の部分は1m以
上とする。

画
建築物等の 1 ，建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避けた落ち着いた色彩を基調と

形態又は意匠 し、地区の環境に調和したものとする。

の　　制 限 2，屋外広告物は、自己の用に供するものとし、街並みの統一感を著しく損わないものとする。

駅前広場に面する部分につ 野田市駅前線に面する部分については、次の各号の一に掲げ
いては、設置しないものとす るものとする。
る。野田市駅前線に面する部

かき又はさく
分については、次の各号の一
に掲げるものとする。

の構造の制限 1．生垣
2．1，2m以下の透視可能なフェンス

ただし、門又は生垣、 フェンス等の基礎となる高さ0．6m以下のコンクリートブロック、

石積み等については、この限りでない。
「区域、 地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限並びにかき、さくの制限は計画図表示のとおり」

〔理由］：野田市駅西地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、駅前広場に隣接する地区に健全な商業・業務
　　地区の形成と地区外縁部に商業’業務機能と共存した準工業地区の形成を図るとともに、良好な都市環境を

　　保全するため、地区計画を定める。
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参考資料

地亘の

上樫の

名称
商業地区 近隣商業地区 準丁業地区

区分 地刃り

面積 約2．3ha 約1，5ha 約2．2ha

川途地域 商業地域 近隣商業地域 準コ「業地域

次に掲げる建築物は建築し 次に掲げる建築物は建築し 次｝こ掲げる建築物は建築し
てはならない。 てはならない、。 てはならない。

①1階部分のうち、住宅、共 ①1階部分のうち、野田市駅
同住宅、寄宿舎又は下宿の川 前線に面する部分を1主宅、共 ①～④（略）

に供するもの（ただし、住宅 同住宅、寄宿舎又は下宿の用
の川に供する山人口、階段、 に供するもの（ただし、住宅

地 廊ド等の避難施設、駐車場、 の用に供する出人口、階段、

駐輪場、及び建物の区分所有 廊下等の避難施設、駐車場、
建

等に関する法律第2条第4 駐輪場、及び建物の区分所有

項に定める共用部分を除 等に関する法律第2条第4
く。） 項に定める共川部分を除

築
→　第2条第4項
専有部分以外の建物の部分、

くD）→　第2条第4項

専有部分に属しない建物の 専有部分以外の建物の部分、
区

附属物等（共同住宅等0）玄関 専有部分に属しない建物の

物
ホール、廊ド、階段、エレベ

ー ターホール、等）

附属物等（共同住宅等の玄関
ホール、廊下、階段、エレベ

一 ターホール、等）

②～⑥（略） ②～⑤（略）

等
⑦建築基準法別表第2（ち）

整 項第3号に掲げるもの
→個室付浴場業に係る公衆

に 建築物等の 浴場その他これに類する政
令で定めるもの（ヌードスタ

用途の制陣 ジオ、のぞき劇場、ストリッ

プ劇場、専ら異1生を同伴する
関 客の休憩の用に供する施設、

専ら性的好奇心をそそる写
備

真その他の物品の販売を日

す 的とする店舗その他これら
に類するもの）

⑧集会場（業として葬儀を行 ⑥集会場（業として葬儀を行 ⑤集会場（業として葬儀を行
うものに限る。） うものに限る。） うものに限る。）

る ．一・セレモニーホールなど →セレモニーホールなど →セレモニーホールなど
⑨風俗営業等の規制及び業務 ⑦風俗営業等の規制及び業務 ⑥風俗営業等の規制及び業務

計 の適正化等に関する法律第 の適正1ヒ等に関する法律第 の適正化等に関する法律第

2条第1項第2号若しくは 2条第1項第2号若しくは 2条第1項第2号若しくは
事 第3号又は同条第9項に規 第3号又は同条第9項に規 第3号又は1司条第9項に規

定する営業の用に供する建 定する営業の用に「共する建 定する営業の川に供する建
築物 築物 築物

〉第2条第1項第2号 →　第2条第1項第2号・ →　第2条第1項第2号
項 低照度飲食店（10ルクス以 低照度飲食店白0ルクス以 低照度飲食店（10ルクス以

ド） 下） ド）

［山1

→　第2条第1項第3号 一〉第2条第1項第31弓’ →　第2条第1項第3｝｝
区両席飲食店 区画席飲食店 区両席飲食店

一・第2条第9項 → 第2条第9項 ．一 ・第2条第9項
テレホンクラブ（入店型） テレホンクラブ（人店型） テレホンクラブ（入店型）

1、00〔hlf
300nf 　　　．1150｜1丁

建築物の ただし、次の各刀のいずれかに該当するものを除く．

敷地面債の
（1）　｛圭築基準シ去男U表第2　　（し、） 項第9号に掲げるもの及び市長が公益トやむを得ないと認め

た建築物の敷地の用に供する もの．

最「氏限度 →別表第2　（い〉項第9号 巡査派出所、公衆電話所等
（2）　（111各）

3



野田市駅西地区　地区計画

計画図（区域地区の区分）
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野田市駅西地区　地区計画

計画図（壁面の位置の制限図）
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野田市駅西地区　地区計画

計画図（かき又はさくの制限図）
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野田市駅西地区　地区計画　用途規制一覧表
地　　区

区　分
商業地区 近隣商業地区 準丁業地区

○；建築基準法において建てられる建築吻等の用途

△1建築基準法において一定の範田で建てられる建築物等の用途

×：建築基準法において制限する建築物等の用途

●：地区計画において制限する建築物等の用途

（※1：1階部分を制限

※2：1階部分のうち駅前線に面する部分を制限）

用　　途

地　域 商業地域 近隣商業地域 準工業地域

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋 ●※1 ●※2 ○

庄群 兼用住宅（活舗、事務所などの部分が50n似下かつ建築物の延べ而積の1／2

未満のもの
●※1 ●※2 ○

幼稚園、小学t交、中学佼、高等穿校、図書館等 ○ ○ ○

神社、寺院、教会等 ○ ○ ○

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ○ ○ ○

公衆浴場、診療所、保育所等 ○ ○ ○公瑚撤
病院

需
老人福祉センター、児竜厚生方巌等 ○ ○ ○

巡査派出所、公衆電話所、郵使局 ○ ○ ○

大学、高等専門学校、専修学佼等 ○ ○ ○

病院 ○ ○ o
自動車教習所 ● ● ●

店舗等の床面積が、150nf以ドのもの ○ ○ ○

〃　　　　　　15011fを超え5001㎡以下のもの ○ ○ ○

〃　　　　　　　　5001㎡を超え1，500n似下のもの ○ ○ O
店舗等

〃　　　　　1，5001〕fを超え3ρ00nf以ドのもの O ○ ○

〃　　　　　3，000nfを超え10ρ00　nf以下のもの ○ ○ O
〃　　　　　10，000［㎡を超えるもの ○ ○ ○

事務所等の床而積が、15011f以トのもの ○ ○ ○

〃　　　　　150］㎡を超え500）〕似．トのもの ○ ○ ○
事務所
等

〃　　　　　500nlを超え1，5001τ似ドのもの ○ ○ ○

〃　　　　1，500nlを超え3，00011f以トのもの ○ ○ ○

〃　　　　3，00011fを超えるもの ○ ○ ○

ホ　テ

ル等
ホテル、旅館 ○ ○ ○

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等の運動施設 ○ o ○

マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所場外車券売場等 ● ● ●

カラオケボックス等 ○ ○ o遊鋤搬
剛徹缶設

等
劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等 ○ ○ ○

キャバレー等 ● × ●

個室付裕場業に係わる公衆浴場その他これらに類するもの ● × ×

畜舎（動物病院及びベットショッフ等で、酬勿の収容σ）用に供する部分の床

面積の合計が1511似下のものを除く。）
● ● ●

単独車庫（附属車庫を除く） ○ ○ ○

建築物附属白動車車庫 ○ ○ ○

倉庫業倉庫 ● ● ○

自動車修理⊥場（∬業場の床面情｝逗0011f以下のもり ○ ○ ○

自動車修理．1二場（「Fキき場の床面積が30GHfを超えるもの） × × ○
上場

飾
等

パン辰、米屋、U勘屋、畳屋、自転車店等で作業場の床而積〃）合計が5011『以

下かつ原動機の山力が一定以ドのもの
○ ○ ○

作業1易の床而積の合計が1501］1以トの1二場で危険14弐蝋境を悪化させろおそ

れが非常に少ないもの
○ ○ ○

1撲場の床面債の介計が15011fを超える工場で危1；剣生や環境を悪1ヒさせるお

それが非常に少ないもの
× × ○

火薬頓、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設 O ○ ○

’∫　　　　　　　　　　　　　　　　少ない施設 ○ ○ ○

〃　　　　　　　　　　　　　　　やや多い施設 × × o
集会場　集会場（業として葬儀を行うものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●
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平成29年度第1回　野田市都市計画審議会次第1　開　　会2　市長挨拶3　議　　事　議案第1号　議案第2号　議案第3号　議案第4号　議案第5号報告第1号報告第2号4その他5　閉　　会日時　平成29年　8月　3日（木）　　　　午前10時から場所　　市役所高層棟8階大会議室野田都市計画用途地域の変更について（付議）野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（付議）野田都市計画地区計画（野田山崎地区）の変更について（付議）野田都市計画下水道（野田市第1号公共下水道）の変更について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（付議）野田都市計画生産緑地地区の変更について（報告）野田市都市計画マスタープランの見直しについて（報告）議案第1号　野田都市計画用途地域の変更について（付議）野田市都市計画審議会会長　石　井　　武　様一ノ野都都第126号の1平成29年7．月24日野田市長　鈴　木野田都市計画用途地域の変更について（付議）騒麟罎鷲　このことについて、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条1項の規定により、別紙のとおり貴審議会に付議します。用途地域、防火・準防火地域、地区計画　位　置　清水公園駅　、．．、‘1・　・蔀．PllKll．i’・’｝図）ゆ5　・i「’4．（i・｝■tS1”i．：・習）、・　　野田市駅F’　　　lsf’”　’，’／．Lぐ．�Q9　署田氾｝x　　｜．「‘Hばコ9主要地方．道結、1城　�dし［酬、．”lxs野田市駅西地区　　　　　　　　　　　　　　　’�H・　　　　　　　　　　　　　　tl　t／，T　　’ぷ鱗’づふ＼　‘・．叉’万　　　　　　　　　　　　　�mぷ’シし　　　　　’、　　　　　　　　　　、　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八了ぶ≡　　　　　　《‘　　　　　　　　　　　　　　　　i！　　　　　　　　　　　　．監　　‘‘l　　　　　　　　　　　　r　　、　　義・1》1力＼　　＼＼　　　　＼　　　　（当　　　　　惚�d、　　　　藁＼＼竃　＼　幽　　＼曇　　＼霜　　　＼　　　　＼（蜀）　，　・加，知從　Y｛・饗｝流山街道　　’��　　主要地方道野田牛久線　　．刀、1　／一くバ沈黙、　　　ヘ　　へ　　　・ハ〆　　　　国　　　　　　　　　道　　　　働＼　　　　　　　’．酬’：辱　　x’・（ご一・し．，　　　＼」　’1　．’，�H・1血�f。　　　螂�h．、　　　　　尉ピ・　；一「・　　　　　‘鵬．1：融1　万　　トト　　　　バコ　ド1竺：‘」I」逗　　”岬・　　　　　�n玲1　　　　　．。ぷ　　　　　、’↓1．　’、ぐ、・、〉ぷΣ・蜘駅　　’．即　　ぺ籔ll轡織、こ膓．，ぷ：・　　　ノ｝　　　　　　　．ElL’・tL　．　　　　　　　　、t　　　＼1　　　　コ1／　　　　／　／ノ＼、　　野田山崎地区＼，’“．ぐノ　1　　｝碕　　　　　　　　H，　　　　　　　、．k，　　　　s　　　　、　　　，　　　、　　　　　、’A　　　　　N　　　　’1叉？　＼　　声＿　　・・欄�j．、，　．喬、一！’〜／／＿A−’／　　東　・r。，武　　‘、　’n野‘、，1『、　田枠恰　、線　　、　　　　而‘げ1‘泡　　r・，3Ss　　”一’t’　　　　、、　　　　　、、　’　　　／　’xXt“．、　　　　　　　　h＿　　　　N　1／25，000　　　凡　例lL−一＝t　用途等変更区域口　地区計画区域1用途地域防火・準防火地域（野田市駅西地区）計画図（新）　‖騨、鍔　　　1、＿・．・・一．．．．iiEtt二・一　　ぬ一t’「・劃・藷　　　ヒドロトふ　　⊃戴’塾《・．　　　　醐，1薪、肝讃、「XI／？y’　L“if≧iC　o口P．c〕匂藝で3饅・　♪．5−．li　’il△寸　富1鯉・b工一”一目t　1日塾’禦　・．8　　．、、・デペ　　　ゐ　　べ　　　iooぱ坐，Y　璽一．　霊＿一／1�i，一，　　組、、　s4、．　　　　　べ　　　　Ss　　VKtn繰［1・’ltL　　　コ鵜舗　　z　　　　　　コ　ガ膨ジ綿s蓼目・一・s＃繍『藁竃：f　了゜kf酬灘・1≡、．一亨四上・’一江，刀亡〕11・隷　　11む　トニコ　　　　　　ザ　．E　fii5・3　　K．’ti　　NS　＝　1／4，000　．・ゴ　i　i　’日一〉、4ロ随一ヲ’τ’ERISN＼．・　　w’ご11　・一‘口　　　ヒ　じしヱヰぬ崇誕逗且s　　　　　　　　　　　　　　　層君一’∨・　　　　　　　�D　　　　　゜瞳　．　　　　　　Pz’一．鷲’一．　？’1：」．、　．一，d　　「、．澄’・．．識　湖ご章嘉・一　へ　ぶ浦　　和　　一．＼ひ”）、志・↓4套1200懸纐、1議二1じ番　号1−1新用途地域商　業駅前広場4，500�u．・Eヨ職鞭・域［≡ヨ地区計駆域Eヨ土地区醗駆域Eヨ都市高澱道「｝第一種低離居gm地域［］第二種低離居朝・域［］第一種噸住居専用地域［］第二種輪蹴専用地域［］卵住馳域［］第二種住居地域［］準住居地域［］近隣離・域［］商業地域［］準工m地域［］工業姻［コエ鱒用雌�o防火地域［コ轍地・一’『！建べい率400／80防火地域面　積蝕約2．3ha約2．3ha’1、i11、、tt．。，署　，，　　　　　　　　　ノ　　　アベふE．．“蔽、、�l一’這　　　　・、　芯　　　　　　　・ノ　　、’＼，tttt−tlわタぬユ［　　一一〜さs、、上花輪、，　　’ド1is　　e　’曜，■ぺ．　　、�d．’・三‘’．3．ll”夢、惑φ口St帯店一’；，錫’　『原”∨、、Φ1：＝−sご・き。載　ハi−．之＼一則＼＼fi　、〈ぶ3・、1．冶、　　　＾、”≡　　，3・4・8野田市駅野田橋線ノへ1、　7’い．A．9騨tt」　．，1　　ナ　　　　　だゾ．縫冨漂／“×　　　　一’F’「『、　　　　句　　　　ペノ　ンニヂニ　　　ノ　ノドー託’Lぷ躍x／〆　　．13s瓢1次彦・／文．露『惨育1冨xn，　　　　、q　　ff込口キ　ツン野＾蕊・・遥　　　　．iゴ　　　　　叉　　　y”9ピo▽　　ペ　　　　　　　　　　　ニ　　　ベ　　　　ホグへらト鷲離・惑遥》：1・191111ix’k，g、バ，・田工堵て�`騰v：バ　＼　　）k’ge＼プ、・�`jNIT．mPi・ち☆．／き　∠、呈ぴい　Φト’寮’⊇’ミ＼、：ぶ＼．、・，蕊ニー瀕ki（　　　紺客‖・1秘駆il鷲’／d，謹N−一＿−1：＿rc＼番　号1−2新�f、議、，、ギ・づ用途地域tN：　N　N．．ン近　商300／80準防火地域o．：：−x　　−⊆＿＿＝一一＿一＿／上谷ヒ向蛎←　　ノ．z’／／’EiX’N薪kE巖．1嬢翼9『N．　．｛○、　““＼こ　、．．》ン1　，t°凡　　例変　更　区　域用途地域防火・準防火地域（野田市駅西地区）計画図（旧）　興響口鑑・戊。ユ含・藁　竃弓c＝i°〜麸遼　　　lwaK’、，，．り　　一一一INki『s≧d灘・　＝L：，司．fi、＝そ〉＝tX−一’i　　　l　l1．。　，　JNK’　t一一・・，．　．　　一　　　コ・・到、．常械．，、＿L・駆1・　1轄」一，’「］1’　　　，竺ら�P旦一竃跳r’　　　　　1形　ケ谷　’：：　　．．y　’　・3　　ぺ　　一一〆　ニニづI　　　　　　I’1’・：　°＿旦一．＿，．　’‘唖‘ユ』墨嵯⊇　《b。’�e一、A；’：’亡二］u　fi　　。　　fi　　N　　　S　＝　1／4，000崇建遡違　　q夢　　　　ヨ　　　　　　　．’っ　　口≡ヨ用Sfit±blN更鴎［≡ヨ地酷画鴎Eヨ・駆醒駆域日都市高速雛［．：」第一種低層住居朝牌［コ第・種低層住居朝地域［］第一種中高層住居em地域■第二種中高層館朝地域［］第一雛居地域■第・種住居地域［］準住居地域［］近隣商業地域［コ繍也域口準・業地域［］工業地域［］・鞠岨�o防・地域［コ綱地域、上濤こ〜♪＼・lx、レ・z盤ガー蛭轡　　　　ド　　　　グロバ　　　　　　t」　口　　　　　’一　　“鞠，〜琶ラ藤・・ζc｝ttJ　tu．1　柵L　言、　N　｜ざ＿r亘　　x1，　　　　　　fi　与：ミ攣＼．k．主雨1’GNkL＿．　　．＼f　rhl”s：＝こ口⊇　　。　’｝4疋ご，　　一■鳶　詩　　＼・◇　　ノ　　　　　e　　　へぷ　　　　　　シ　ふ　　x’・、／b−・一一、一マ　　　　　さ　　　ゾ　　　　　　ロモ　　　　　　　　　　・uぷ　　　　　　4赴・，　＼．i　　　＼　　　　　’、ぷ’・一　　　　　　：t）〉’、、　　ぎ・が，＼　　　雛、・、＿・　　　　　‘．一＿一一一E’C−’・　　　　づ　　　　　　　　　　　　　　　　　　び’　3　　　，氷，　さ　　　　　　　　　シ　　ー二1、　　　　．　　　　o　　　　　　　ノ・；i，i・・　イ　、’じ番　号1−1ぴ1日用途地域準　工建懸議面積裁」200／60　　約23ha欝Nニラこ三’w1＜ンN．e’　　　へ　　　　　　、3・4・8野田市駅野田橋趣二＿＿γ！　1」　　　　／ノ「．、。6−＿〜総さ一　乾＝＝��磯し＿　谷座A、D　　　　　　−　　　　　　1一一一一　　，三一・一”・窪麸そ雲ここ・苦6　�d　・X．、　ハ、　　　　frf’」『、u　lt）−fPt　　　　　専　〆　　　　　　　　　＼T　　−1　　　v　＼　！　　　＼．　　ヌ”一”〈［ご　7　　　　＼”．y　　　＼／　　ヤコ　　　　　　　　　　　　　　へ誌・叢；曇　　　　　　ト1讐織！窪・難讃・｝：、パメb．ss4th−ilit／！／Sl　　　　　　　、リコ　マン文化体　血x°，　　狩込＼’°xx　｝VN，　　　　裟　　舖u・　　竺段∨．　‖’v．・　　　�K．轟、，鞭禰欝締『・，口キ　ツン野田工堵番　号万　＼　　」・電謀剛JAS．　　べ．、。，○・蕊二・ご一一一一一：−rt−一1−2●用途地域準　工　　　嗅、、9．．縫。y・　　　　　　　　蘇　　　ベ　　　　　　　　ロ　　　灘灘・蘂　　　　　　凌　　　　，1　旧麗、摯200！60言ヒ向面約1．Sソ　a　　　　　　　　　　父・　砕べ＝＝　e　　　なご匿・・’酬　　　　　へ　　　坦が」…P／工　　らヘコ　鍬9，1（　，鷲，．．護錫」〉‘・（蕊JIx〈〉・》．〆，凡　　例変　更　区　域2用途地域（野田山崎地区）計画図（新）り1，「’lt“　　　　　�_・1〃＿：：・．／・　」　ξ�d／・1ξ・llt＞．摺�_’＼義麟、《�c撚2−＼畿滋　　　　グ　　1ぺ　x’　／：∵　　，、　　　ロへ　　　＼・x，�`’！、，り・’　　　・　　、フ〆20／　形／訓講160L］1d寸∴喜・：；（s6　tlt」i、∀’卍づ↑　’．1「’，s・flt／　L’f・t），　，‘’‘．！Iこ・十i．／　　　　　’「：1　1／．　　　　、�_．・　　　　　　’／／．　「，1°1：？」‘：．演＄’誉ぷ1i’」・2−ll．fl・・3・k：心1こ・E　・、k、1」、川　ぺ　　　　　　　’　　　　　　．　　　　　／Eヨ用途地域蛭鴎［≡ヨ地区計駆域日・恨嘔駆域［］第一種低騰朝雌［輝低層住蹴地域［］第一種輪層鋸輔�梶m第二種輪層住居朝地域［］第一雛居地域［］第二雛馳域［］準鋸�梶m］近隣商鰯［：］昧地域［］準工難域［］・業地域［コエ鷲馳域川日第一種高蜘区川目已二鯖度駆K　・　，’．1．，‘繍ぷぺ即1八メ　　　　�S　　　　を　ツいヘk　tt．．　　；《・賢鍵1舞　トィて烈｝い目．、，首一1‘1≠　　，　　　　　　　　　　　．　　　’］t”　　　　　ド川i　　　　　�j　　　．oo・・い・�d“1・∴　　　〔’．　　／　　　K　／〆．／　　　　一へ，．・‘い．い、、　　　心1・s　　　慧　　　　　、　’　∠・ミ．○。いv当1．S：’1＼、w11、・，；1、雫　　t・；’；．　、　（�d、　’tP，．，一　　　　　　　・1．．・．．　　．200tS’sXN−　》／〆グ、、1一野レ・》R糠、．．，li，・’1，。油’1」．一／．・、・vてく’v；、�k∪嬢、八NS　＝　1／71000．ド1・、・∴1’、・1：’1�j想1、・寮ぷ証　．　9．x’　、1．、L．　1、〔　　°　　　　　　　．　　　　　　、　’　　　L．・二．・繰1・］oo、”Nき60Y‘多這〉　グ〆、、シ’Nxx、1）．z’’1、ハ1’、・・ll／、＼噛　い�`�a　　　ドソ　　トー　　、みずき小　　，蕩’．，ノ、　　　　　　　＾一一一’心氣x’xl／艶磐鷺難　山纏　w　ぐ520●　　　　　　ミ鎌．6ノ、陥．V・セ　＿ゴ心嵩、欝戴　　翼三t　び　ぷ．・〔＞K￥一y“‘　、‘ll／／可／．　　　　　　　＼；／”Nフノ〉〈Nt5み’・＼00、60；’9　w（s・姦ぷ・・，、、　　x　　頑＿：tX，ノー−1’・麟彩番　号　　　　トペドドゴ　　ノ　　　　ド　し　　や　　へ　い．；・ミぷへ　　ド　ブい　’・、Sl（翻ゴ2新用途地域一中高建へ謀200／60第一種高度地区面積約6．7ha約6．7haw丁・　r、・は｛コDl，烈一，　”sV・』〆饗：i．’．γ．ノ’！‖．　　　　　　　◇く1’、YAorm“c　（　　「Lty−詞L、．T・，．　？’．「腸“蓋〆INIs［．〉　、x．　嘉　　　　　11　　1、t，rx，tコしゾゴロu．遭wr，il−k一3・A’　　　　・�_・川．．　y、・’「17；一一7一でTlい‘丁〉〜一L）“　・�e’−N’li　　t，　　．　　−s1凡　　例変　更　区　域用途地域（野田山崎地区）計画図（旧）「1‘1�d1‘‘　，　．’Nx〈第�j／’・｛し1．’三1：・．Ll’　：．I．　く1：”〃，・ど．−1・tL　　　　　11’」t　｛　：／tぱ♪，ilii「「「込．　‘i　‘lrt，　　　「　　　　　　〜多1多ン　　　　　　　　　　　II，誌違206　　）h　ン　　　ト　　　　　　ィ　／　　、c、，“，　tt9�`／・、‘‘｝」、／■　　■：Mrh　　　　、t　　　＼　　　　ゴ�b‘IL二1∴lt‘，「“G　‘川i．1▽・lt，：・‘ii、．1∫．LX，‘い［1　，．�dIx，．1；＼　　　，＼＼ミilTjl｝’ミ・、ト．ぶ1助1□ll｝．／1、一い．‘’c”一旦sぷζ・　　＿ゾミ、J・こ．i’1．IN，　1．口　Ii目’x20c・・誉，，，違め　　一＼’111　＼．「1　−　　　　　　tt，　200ミ・・鷲・・　、1、　　Ct芝1、隷　　　　　’　　　　ト；�d砺い’　ゴ蕗・》’べ・ぷ．已，炉酬／）爪照ll泓、．ミ�mi影噛”、、．…　’　　　　　　　　　懸　。。　　　　　　　　　一・ざ鍵　　　　　　　　　　／　　K〈二住、−yajf，�`芯19iW　・フ7＼∈ヨ聡地鮫更鴎　・E≡ヨ地区計駆域Eヨ土地鴎麹鴎［］第一種低層住居朝雌口第二種低層住居朝地域［コ第一種中離居朝雌［］第・穫中舗居朝地域口第一雛居繊［］第・雛居域［］準住居地域［］近隣礁地域［］礫也域［］準工鞄域［］工業地域［］工業朝蹴lll第一種離駆川目已二種離地区、、／．t／議：、）・・灘・3・・　　　　　楠／1ヒ　　NS　＝　1／71000！　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　　　　　　　　　　　　　　A　ψ　　　　　　　　　　　　　　　h　・　　　　　　　　　　　　　　、R　　　　　　　　　　　　　　　　R　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　l．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　垣一　　　　　　　　　　　　／／寸L／／　　　　　　　　　　　　ttF　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、＿，’r・一一一〆　　　＼，噛、彊XE　t辿120　　．＝一凌・lt・蕊；，・・1、、吉1「」ミ；k’、、ト・ヨqo　　　　　　漂討　　　　　　’）．Nl3・／　　　　・織1　　　　　　式　　　　　　　5、　　　　　�JL．60べ銚・寮、dLnt　　　　　r一一rア　　　　　閨L璽《qXL11tWl，li−・illl　1・烈：�d1　　　　　　ヘプ　　・・∴�n’ぷ踏し　　�d�d・・　￥「．・、べ、　　　い／…、・’“．∨　　　　ノ　　い・ξ〉Oll“�g壕≦｝ilii￥2旧用途地域纈、・・200／60第一種高度地区面積約6．7ha約67haN’Ut戸、．目公彩　　ttf　i［　Ly．　；　キ　　1一画’．Nfl　　　ノ1．　　、．臨1・∵ll川　　　　　い　　　　　　　　　　　　川　　1　　　，リ　　　が　　　　　い　　　　　・w』　　「’／　コ　　ヨc行∵ざト∨　　　　Y、　1．．璽ili．凡　　例変　更　区　域3野田都市計画用途地域指定・変更調書整現計　　画変更　　案不適関連すその筒理面積容積率用　途容積率他の土地’建物格建る措置の概要所名番口、ワha用　途地域建ペイ　率地　域建ペイ　率規制現況利用の概況築物の割変更理由と実施時期（予合定）土地利用現在事業が進めら防火地野m1−12．3準工200160商業400／80なしは、住・商・工が無秩序に混在した　れている土地区画整理事業の仮換地指定に伴い、土地利用計域（用途地域と市状態であ画に基づき変更す同時決り、醤油醸る。定）駅造業の関連準防火西施設　（工地域地区1・21．5準工200！60近商300／80なし場）、住宅・商業施設等　（用途地域とが多くを占同時決めている。定）開発行為誘致施設地区とし第一種野による道路築造等が進て教育・文化施設等の立地誘導を図ると高度地区田み、分譲住していた地区の土地（変更山宅の建築が利用が、許容するなし）崎26．7二住200／60一中高200／60．＿盲　同始っている。低層戸　低・中層住宅を主体とした住宅地に確定地建住宅とししたため、土地利用区ての土地利計画に合せて変更す用が進んでる。いる。4野田都市計画用途地域の変更新10対照表（野田市決定）建築物の延べ面積の敷地面建築物の建築面積の敷地血外壁の　後建築物の敷地建築物の・∨亨新旧用途地域別面積面　積　の種　類積に対する割　　　　合積に対する割　　　　合退距離の限度面積の最低限　度尚　さの限度新旧増　　　減第一種低層住居専用　地　域小　　　計5／10以下10／10以下3ハ0以下5，’10以下一一10m約　57ha約670ha約727ha約　57ha約670ha約727ha　第二種低層住居専用　地　域小　　　計10／10以下5／m以下一一10m約　6ha約　61旧約　6ha約　6｜1a一第一種中高層住居専用地域小　　　計15／10以下20／10以下6／10以卜’6／10以下一一一約13811a約295ha約433畑約138ha約288ha約・126ha約　6．7ha約　6．711a第　二種中高層住居20／10以．ド6／ユo以ト一一一約　1911a約　［9ha　専用地域小　　　計糸勺　191坦約　19ha第一種住20／10以下6／10以下約・168ha約468ha居　地　域一一一一小　　　計約’168ha約46811a第　：種住20／10以下6／10以ド約100ha約10711a約△6．7ha居　地　域一一一小　　　計約100ha約107ha約△6．7ha準　住　居20／10以ド6／10以・F約　3一川la約　3」ha地　　　域一一一一小　　　計約　3411a約　3411a近隣商業20／10以下8／10以．ド約　68ha約　681旧地　　域30／10以下8ハ0以卜一一一約　21田糸（」1．511a小　　　計約　70ha約　6811a約　Lsha商業地域10／10以ド8／10以下約　30ha約　2811a一一一約　2、3ha小　　　計約　30ha約　28ha約　2，31田　　　‘準　工　業20川0以下6／10以ド約123hd約127ha約△3．8h乙‘他　　域一一　小　　　言1・約123ha約1271旧約△3．811a丁業地域20パ0以下6川0以下約151ha約1541旧一一一一小　　　計約15」細約1541田丁業専用20’10以下6川0以下約231ha約23U田」・也　　域一一一一小　　　言1・約231hを1約23日田合　　計一一一一　約23り5hと）約239511a5野田都市計画事業　野田市駅西土地区画整理事業縮尺1：1，000　　　　　　　　レ　　　　　　　　’三　　　　　　　　一＼　　　　　蟻2プン：∴Nlと竿’tl「L∋1将ご　　　　　　　　　　　　　　巨n．1刊「コ、三／　　　　　　　　　　　　　　ll−「∫ヨII�d　　　　　　　　　　　ざニニ　　　　　　　　　　　　　ピよ　　　　　　　　1！／、L・1一…K”・’・’笥’・前広ザu．　　　　　　　　　　1＞　　　　l　　　　　　　　　　　l1　　，1−1　　　　川　　　　ノ　　　　ソF，　！ノ、〆　　‘一　　　　　　　　　　　一．ILL＿吐　　　’二　，＜一　　／　　一＼　‘二、已　　　　−、　メ：r」［，璽呈／二二ご「虹『　　　　1川　目11　ドこ　ユム　プロ　　　　　　　　　　ア　プ劫∴甲一I」　一・1：。諺一一L＿⊥＿．＿l　　　　　　　　　　Tt一一一　　　　　　　　　　　　　　　　べ　　　れロ　　　　　　　　　　ざ　　ノタ　　　　　　　　　　　　　　≡遼竃の＼　’＼∈’一＿一　一＿．＝　＿一≡⊇’es≧多〃　一　　　　　　一一�j巨一　．。紗曙万　フワ嚇∠蹄酬『G　　、劣1づ巳　百縛亙一・・一一・一≡』≡≡ぎ意�dζ≧バ�_ぐ＼　　　　ヰ　　　．　一　　　　　　　　　　　　　．−TL：　　＼　　　　　　　　「　lt　　　　　　　　　．「　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫　　　　　ぺ　　　　　　”　　L　　　．　　tl．　　　　　　　　i　　　　　　s　　　　　　　rA　．v　　　　　　　　ti　　　　　　　　　　　　＼　　’　　　　　　　　　　�d　違　　　「　　　　　〆　　　　　　　　　ficl　　E’dt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T　hsx／パ7ノ久。ツゾ〃／・．ツ琢ヨ　　　　　　　　　　　　　凡　　例一一一t　f一諜霊聲欝都市計画道路交遁広場区画道路特殊道路公　　　園＼〉ぞ＞x’グ　　　　．．．　N．ゴノ0　　10　　20　　30　　40　　5011，000fOO　　　　　　　　I50　　　　　　　　20Qm6地区施設配置図↓7用途地域による建築物の用途制限の概要用途地域内の建築物の用途制限O：建てられる用途　×　；建てられない用途1、2、3、4、▲　：面積、階数等の制限あり第二種低準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域備　　　　　考住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿O○○O○○O○OO○X兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のものOOOOOOoOoOOx非住宅部分の用途制限あり。店舗等の床面積が150m2以下のものX123Oo○oooO4店舗等の床面積が150m2超え、500m2以下のものXX23oOO○OOo4店　舗　等店舗等の床面積が500m2を超え、1．500m2以下のものXX×3○oOo○○o4店舗等の床面積がL500m2を超え、31000m2以下のもの×X××oo○○○OO41；日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、建具　屋等のサービス業用店舗のみ。2階以下2：1に加えて、物品販売店舗、飲食店、損保代理店・銀行の支店・宅地建物取引業者等のサービス業用店舗のみ。2階以下3：2階以下4：物品販売店舗及び飲食店を除く。店舗等の床面積が3、000mZを超え、↓0，000rη2以下のものX×X××OOOO○O4店舗等の床面積が10．000m2を超えるものX×X××X×○0○Xx事務所等の床面積が∫50m2以下のもの×××▲○O○○OOOo事務所等の床面積が150m2超え、500m2以下のもの×XX▲oOoo○○OO事務所等事務所等の床面積が500mZを超え、1．500m2以下のものxX×△O○oOo○○O▲2階以下事務所等の床面積が1．500m2を超え、3．000m2以下のものx×XxooO○OO○O事務所等の床面積が3．000m2を超えるもの××X××○○○○．○oOホテル、旅館XXX×▲OO0o．OXX▲：3．000m似下ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等×XX〉（▲oO○○OO×▲：3，000m2以下カラオケボックス等×XX××▲▲○o○▲▲▲：↓卯00m2以下遊麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売所等XXx××△▲OO○▲x▲；10．000m2以下劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等X×X×××▲Oo○x×▲：客席及びナイトクラブ等の用途に供する　部分の床面積200m2未満キャバレー、個室付浴場等X×x×X××XO▲×X▲：個室付浴場等を除く幼椎園、小学校、中学校、高等学校OO○O○○Ooo○×x大学、高等専門学校、専修学校等×X○OOOO○：o．oXX図書館等OO○oOOO0○．○○X巡査派出所、一定規模以下の郵便局等oOOOOooO．o．oOO神社、寺院、教会等○○O○○○O○○OOO公共病院×XO○○OOOO○×X公衆浴場、診療所、保育所等○o○o○OO○o○○○老人ホーム、身体障がい者福祉ホーム等OoO0OO○Oo○O×老人福祉センター、児童厚生施設等▲▲O0OO○ooO○O▲：600m2以下自動車教習所x×XX▲O○○○oOO▲：3ρ00mフ以下単独車庫（附属車庫を除く）×X▲▲▲▲OoOOoO▲・300m2以下2階以下建築物付属自動車車庫1、2、3については、建築物の延べ面積の1／2以下かつ備考欄に記載の制限｝｜2233OOOOO○1：600m2以下1階以下2：3，000m2以下2階以下3：2階以下※一団地の敷地内について別に制限あり倉庫業倉庫××XXXXO○OOoO畜舎（15m2を超えるもの）X×XX▲oOOoOOO▲：3仰Om似下パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業場の床面積が50m2以下×▲▲▲○○OoOO○O原動機の制限あり。▲：2階以下危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場×XXX1｝122○O○工危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場X×XXX×X22○○o原動椴・作業内容の制限あり。作業場の床面積1：50m2以下2：150m2以下危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場××XX××X×x○OO危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場××XX××XX××○o自動車修理工場X×x×11233O○○作業場の床面積　「1：50而以下2：150nT以下　3：300�u以下原動機の制限あリ。量が非常に少ない施設×XX12oOO○○OO火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量量が少ない施設×XXX×××Oo0○O量がやや多い施設×XX×XX×××O○○ポL500r1ド以下　2階以下2：3、000m2以下量が多い施設×X×XX×××X×○O（注1）本表は、建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものではありません、．〔注2）卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等は、都市計画区域内においては都市計画決定が必要など、別に規定があります。8用途地域．f●．＝・‥．s：、．1’：：グ・1．．〔第＋糧低層繕居藩轍也鰍1低想住宅のための地域．です。小規模なお店や事務所をかね．た住宅や、小中学校などが建てられます、「藁轡鍾繊璽犠藩藁髄繊｝主に低層住宅のための地域：です、小中学校などのほか、1田miまでの一定のお店などが建てられます．第一種中高層住居専用地域．中高層．住宅のための地域でず。病院、大学、田�q管での一定のお店などが建てられます．第二種中高層住居専用地域主匡中高輝住宅のためのtt域です。病院、大学などのISh’‘1．Mnigでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます，第一種住居地域住居め環境を守るためめ地域です、3．a〕（�qZまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられますt第二種住居地域主忙住居の環境を守るための地域です。店舗、．事務所、ホテル、カ．ラオケボック．スな．どは建てられま丁、準住居地域近隣商業地域道路の沿遣において、自動車関違施設などの立地と、これと調和した住居の瑠境を保護するための地城ですF‘o：19？■まわりの住民が日用品の買掬などをするための地環です．．住宅や店舗のほかに小規摸の工場も建tられます．商業地域簸行、映画館、飲食店、百質店などが集まゐ地域です、．住宅や小蜆模の工場も建τ．られます．．．準工業地域主に軽：業の工場やサービス施設等が立地する地娃てす．危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます工業地域どんな工場でも建てられる地域です．住宅やお店は建てられますが、：学校、病院、ホテルなどは辻てられません工業壌用地域　　ny　　　　　　　x　　．一＿．ノ　：．−tSZtエ場のための地域てす　どんな工場て．も．建て．られますが、住宅．お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません．l出典国土交通省ホームページ9高度地区の種類及び制限内容1　第一種高度地区　建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1．25倍に5メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から4メートルを減じたものの0．6倍に10メートルを加えたもの以下とする。（下図参照）寮、、s真北方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北側隣地境界線2　第二種高度地区　　建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の1，25倍に10メートルを加えたもの以下、かつ、当該水平距離から8メートルを減じたものの0．6倍に20メートルを加えたもの以下とする。（下図参照）10北側隣地境界線議案第2号　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）　ノ野都都第126号の2平成29年7，月24日野田市都市計画審議会会長　石　井　　武　様野田市長　鈴　木　　野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更について（付議）　このことについて、都市計画法第21条第2項において準用する同法第19条1項の規定により、別紙のとおり貴審議会に付議します。防火・準防火’地域（野田市駅西地区）計画図キゆ騨，竃、謬謹；｛・”馨’一一一二：誌ノ　　’＼縫、該せ緒コヒョ　ヘ　　　　　　　　　　ヘゴ　　“一］’罷鵯腐・酬1灘鍵鐘灘・s’「Ut　裂・’竃　m・量じ讃巌｛諺熱鵯一　　　、鑓・一t　　「亡コL4。　・　・に「，曇　S　＝　1／4、000冑＿’：；／／レ．…・．v‘　藏く＼・1≡。獣鞠嬬6新用途地域　違噸じ、善商業防火地域焉、馴約2．3ha　パ∨　　、1　こ」、てt’．L＞FSN“　　　｝、−k−　￥t、」γ〆⊂ff「一一≡后繋　鱈　　　　ごLrr”「、べぶミ　　ワ　　キ　　　　　　ドヱフひニペベ　　　　　ノ　　ト　じ　　　　　　　　ピヘヘ　　　ヘへ　　く　じ　　　　　ン　や　　・＼ぷエ3・A・T“；；1；AKm＼泡⇒“．・勃HS／髪・《ひ　　　　　　　　ベ　　　ヘミの　　　　　　　　　　い曇1鳶ミこ。。．餐犠饗蕊。・136オ新用途地域　遼薦穫面積約1．5hnロサしニユく9／■■■■闇、［二二二］睾�f域1野田都市計画防火地域及び準防火地域決定・変更箇所別調書市町村名　野　田　市変更後変更前図面地用　途用　途防・準防・準対照区而積容積率而積容積率理　由備考防の防の番号名（ha）建ペイ（ha）建ペイ別別率率野商業準コ「野田市駅西土地田400％200％区両整理事業の実市施及び用途地域の1−1防火2．3ha一2．3ha駅変史に伴い、市街西地80％60％地における火災の危険を防除するた区近商準工め、本案のように300％200％防火地域及び準防1−2準防1．511a　1．511日火地域を変更する80％60％ものである、、野田都市計画防火地域及び準防火地域の変更新旧対照表面　　　積種　　　類新旧備　　　考（面積の増・減）防火地域準防火地域約　4．2ha約　55　ha約　1．9ha約　53　ha約2．3ha約1．5ha2防火地域及び準防火地域における構造制限の概要種別防火地域　　　準防火地域（階数算定には地階を除く）　　べ面積階数1001�u以下1001�u超5001�u以下　5001�u超1，5001�u以下1，5001�u超4階以上・耐火建築物3　　階・耐火建築物・耐火建築物・準耐火建築物・技術的基準に適合する木造建築物・耐火建築物・準耐火建築物・耐火建築物2階以下・耐火建築物・準耐火建築物・耐火建築物・木造建築物でも可※※外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分は、防火構造としなければなりません。耐火建築物とは　　主要構造部を鉄筋コンクリートや鉄骨などの耐火性のある材料で造られた建　築物。準耐火建築物とは　　耐火建築物より低い耐火性能をもつ建築物。一般的には、鉄骨で骨組をつくり、　床と外壁を軽量コンクリートや発泡セメント板のような耐火性の高い材料で覆わ　れた建築物，防火構造とは　　木造建築物の外壁・軒裏の不燃化を図る構造で、燃えやすい木造の表面をモル　タルなどで覆って燃えにくくした建築物。3議案第3号　野田都市計画地区計画（野田市駅西地区）の決定について（付議）　ノ野都都第126号の3平成29年7月24日野田市都市計画審議会会長　石　井　　武　様野田市長　鈴　木鍵鯨難璽　　　　野田都市計画地区計画の決定について（付議）　このことについて、都市計画法第19条1項の規定により、別紙のとおり貴審議会に付議します。野田都市計画地区計画の決定（野田市決定）案都市計画野田市駅西地区地区計画を次のように決定する。名称位置面積地区計画の目標区域の整備開発及び保全に関する方針土地利用の方針地区施設の整備の方針建築物等の整備の方針野田市駅西地区　地区計画野田市野田字谷座、字弁天谷津、字谷端及び字中谷向、上花輪字谷向、中野台字谷向並びに中根新田字畔ケ谷及び字矢向の各一部の区域約6．Oha　本地区は、野田市の主要な産業である醤油醸造業を中心として発展してきた地区であり、周囲には古くから醤油醸造に関係する建築物など多くの歴史的文化的資源が残る魅力的な街並みを形成している。　また、野田市総合計画では、野田市駅周辺を中心サービス核の一部として位置付け、面的な市街地整備を行い、商業業務機能を強化するとともに、歴史的文化的資源の有効活用により、街中へ来訪者を誘導するような野田市の顔にふさわしい特色あるまちづくりを推進することとしている。　そこで、地区計画により、適切な商業業務施設の誘致、周辺の景観と調和した建築物の誘導を行い、土地区画整理事業の効果を維持するとともに、野田市の玄関口として魅力的な街並みの形成を目標とする。次のとおり地区を区分し、各地区の方針を以下に定める。［商業地区］　駅前広場に面した利便性の高い地区に商業地区を配置し、野田市の中心サービス核を象徴する商業業務施設の誘導を図る。　また、野田市駅は、市の主要な交通結節点であることから、市の玄関口として、周辺の歴史的な景観と調和し、市の特性を活かした商業業務施設の誘致と土地の高度利用を促進し、魅力ある賑わいに満ちた交流の拠点づくりを図る。［近隣商業地区］　本地区の中心的役割を果たす商業地区を補完し、商業環境の維持発展を促す地区として、近隣商業地区を配置する。　また、本地区中心の商業地区から外縁部の準工業地区を結ぶ地区として、景観の調和を保ち、バランスの取れた街並みの形成を図る。［準工業地区］　本地区周辺の醤油醸造業等との調和を図るため、本地区外縁部に準工業地区を配置する。　また、本地区は、野田市の伝統的な産業と共存した商工業を誘導し、周辺の歴史的な街並みへの連続性を保ち、まちづくりを推進する。　本地区における地区施設は、土地区画整理事業により一体的に配置されているので、これらの地区施設の機能が損なわれないよう維持保全に努める。　本地区の目標及び土地利用方針に基づき、地区の特性に応じた形態を備えた建築物等の誘導を図る。そのため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を定める。1地区の地区の名　称商業地区近隣商業地区準工業地区区　分地区の面　積約2，3ha約1．5ha約2，2ha用途地域商業地域近隣商業地域準工業地域次に掲げる建築物は、建築し次に掲げる建築物は、建築し次に掲げる建築物は、建築してはならない。てはならない。てはならない。�@1階部分を、住宅、共同住�@1階部分のうち、野田市駅�@自動車教習所地建宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの（ただし、住宅の用に供する出入口、階段、廊下等の避難施設、駐車場、駐輸場及び建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に定める共用部分を除く。）前線に面する部分を・住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの（ただし、住宅の川に供する出入口、階段、廊下等の避難施設、駐車場、駐輸場及び建物の区分所有�A畜舎（動物病院及びペット　ショップ等で、動物の収容の　用に供する部分の床面積の　合計が15�u以下のものを　除く。）�Bマージャン屋、ばちんこ屋、�A自動車教習所等に関する法律第2条第4射的場、勝馬投票券発売所、�B畜舎（動物病院及びペット項に定める共用部分を除場外馬券売場その他これにショップ等で、動物の収容のく。）類するもの築用に供する部分の床面積の�A自動車教習所�Cキャバレー、料理店その他合計が15�u以下のものを�B畜舎（動物病院及びペットこれらに類するもの区物　　　等建築物等の用途の制限　除く。）�Cマージャン屋、ばちんこ屋、　射的場、勝馬投票券発売所、　場外馬券売場その他これに　類するもの�D倉庫業を営む倉庫�Eキャバレー、料理店その他　ショップ等で、動物の収容の　用に供する部分の床面積の　合計が15�u以下のものを　除く。）�Cマージャン屋、ばちんこ屋、　射的場、勝馬投票券発売所、�D集会場（業として葬儀を行　うものに限る。）�E風俗営業等の規制及び業務　の適正化等に関する法律第　2条第1項第2号若しくは　第3号又は同条第9項に規これらに類するもの場外馬券売場その他これに定する営業の用に供する建整�F建築基準法別表第2（ち）類するもの築物項第3号に掲げるもの�D倉庫業を営む倉庫に�G集会場（業として葬儀を行�E集会場（業として葬儀を行うものに限る。）うものに限る。）備関�H風俗営業等の規制及び業務　の適正化等に関する法律第　2条第1項第2号若しくは　第3号又は同条第9項に規　定する営業の用に供する建　築物�F風俗営業等の規制及び業務　の適正化等に関する法律第　2条第1項第2号若しくは　第3号又は同条第9項に規　定する営業の用に供する建す築物1，000�u300�u150�u計る建　築敷　地の最低限度物　の面　積（1）建築基準法別表第2　めた建築物の敷地の用に供するもの。（2）土地区画整理事業によただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りではない。　　　　　　　　　　　（い）　　　　　　　　　　　　り換地された土地のうち、所有権その他の権利に基づいてその項第9号に掲げるもの及び市長が公益上やむを得ないと認全部を一の敷地として使用するもの。事建築物の外壁面又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、次のとおりとする。なお、すみ切り部分の制限を除く。壁面の位置ただし、市長が公益上やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。の　　制限駅前広場に面する部分は21m以上とする。項m以上、その他の部分は1m以上とする。画建築物等の1，建築物の屋根、外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避けた落ち着いた色彩を基調と形態又は意匠し、地区の環境に調和したものとする。の　　制限2，屋外広告物は、自己の用に供するものとし、街並みの統一感を著しく損わないものとする。駅前広場に面する部分につ野田市駅前線に面する部分については、次の各号の一に掲げいては、設置しないものとするものとする。る。野田市駅前線に面する部かき又はさく分については、次の各号の一に掲げるものとする。の構造の制限1．生垣2．1，2m以下の透視可能なフェンスただし、門又は生垣、フェンス等の基礎となる高さ0．6m以下のコンクリートブロック、石積み等については、この限りでない。「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限並びにかき、さくの制限は計画図表示のとおり」〔理由］：野田市駅西地区において、土地区画整理事業の施行に伴い、駅前広場に隣接する地区に健全な商業・業務　　地区の形成と地区外縁部に商業’業務機能と共存した準工業地区の形成を図るとともに、良好な都市環境を　　保全するため、地区計画を定める。2参考資料地亘の上樫の名称商業地区近隣商業地区準丁業地区区分地刃り面積約2．3ha約1，5ha約2．2ha川途地域商業地域近隣商業地域準コ「業地域次に掲げる建築物は建築し次に掲げる建築物は建築し次｝こ掲げる建築物は建築してはならない。てはならない、。てはならない。�@1階部分のうち、住宅、共�@1階部分のうち、野田市駅同住宅、寄宿舎又は下宿の川前線に面する部分を1主宅、共�@〜�C（略）に供するもの（ただし、住宅同住宅、寄宿舎又は下宿の用の川に供する山人口、階段、に供するもの（ただし、住宅地廊ド等の避難施設、駐車場、の用に供する出人口、階段、駐輪場、及び建物の区分所有廊下等の避難施設、駐車場、建等に関する法律第2条第4駐輪場、及び建物の区分所有項に定める共用部分を除等に関する法律第2条第4く。）項に定める共川部分を除築→　第2条第4項専有部分以外の建物の部分、くD）→　第2条第4項専有部分に属しない建物の専有部分以外の建物の部分、区附属物等（共同住宅等0）玄関専有部分に属しない建物の物ホール、廊ド、階段、エレベーターホール、等）附属物等（共同住宅等の玄関ホール、廊下、階段、エレベ一ターホール、等）�A〜�E（略）�A〜�D（略）等�F建築基準法別表第2（ち）整項第3号に掲げるもの→個室付浴場業に係る公衆に建築物等の浴場その他これに類する政令で定めるもの（ヌードスタ用途の制陣ジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異1生を同伴する関客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写備真その他の物品の販売を日す的とする店舗その他これらに類するもの）�G集会場（業として葬儀を行�E集会場（業として葬儀を行�D集会場（業として葬儀を行うものに限る。）うものに限る。）うものに限る。）る．一・セレモニーホールなど→セレモニーホールなど→セレモニーホールなど�H風俗営業等の規制及び業務�F風俗営業等の規制及び業務�E風俗営業等の規制及び業務計の適正化等に関する法律第の適正1ヒ等に関する法律第の適正化等に関する法律第2条第1項第2号若しくは2条第1項第2号若しくは2条第1項第2号若しくは事第3号又は同条第9項に規第3号又は同条第9項に規第3号又は1司条第9項に規定する営業の用に供する建定する営業の用に「共する建定する営業の川に供する建築物築物築物〉第2条第1項第2号→　第2条第1項第2号・→　第2条第1項第2号項低照度飲食店（10ルクス以低照度飲食店白0ルクス以低照度飲食店（10ルクス以ド）下）ド）［山1→　第2条第1項第3号一〉第2条第1項第31弓’→　第2条第1項第3｝｝区両席飲食店区画席飲食店区両席飲食店一・第2条第9項→第2条第9項．一・第2条第9項テレホンクラブ（入店型）テレホンクラブ（人店型）テレホンクラブ（入店型）1、00〔hlf300nf　　　．1150｜1丁建築物のただし、次の各刀のいずれかに該当するものを除く．敷地面債の（1）　｛圭築基準シ去男U表第2　　（し、）項第9号に掲げるもの及び市長が公益トやむを得ないと認めた建築物の敷地の用に供するもの．最「氏限度→別表第2　（い〉項第9号巡査派出所、公衆電話所等（2）　（111各）3野田市駅西地区　地区計画計画図（区域地区の区分）　’t　　Lce　・一．と　　　ニ　　　　　　　　　　ぎな一゜熱．1　　　　　　　　　　口　　　　／　＼〔〕　　�P゜。一　（＼　○皐レ．1　　　呼　　。　口　　s“〉鵬　＼・一　　　　　　　　　　　　ヨミ　ー1　．袋o磁。vOt≡dtofipt　賢田・牛へ噴　　　日田・，彩　ひ　ロゴσロ　ベ澱；《弐弍’さ「q　［」　麗　　1　　　　1。孟u’臼口〔〕．　　⊂b口　　S＝1／4，000：下u＼’°　σ◎怠・斎　；遵　＼さ・＼，．・ざ・ミ…　8』○○○　　「i口　　　＝1凡　　例馴．．／t口　　Ooo　＼忍Φ　○地区計画区域・地区整備計画区域商業地区近隣商業地区準工業地区δ，塑⊥　　　　cx　．t　〈〉ぱバ　　　◇Q　◇4野田市駅西地区　地区計画計画図（壁面の位置の制限図）r・itr，　　＿．．一一一一一一．．．一一一一．．一．一］＆leh口　　o〔コ　弔轄　□、、・6、　　　ノ　へ　　　　o　　Mliコ［田・◎凡？　．・一詰k・・　　　　　［壌、　　）・　　口磁目　口�P置コ　ロ　　｜許　D　　］1‘KeSffN蟄‘［コ　亘〕口，出゜Qo口．口’Jb］i！　　S＝1／4ρ00、　　，，・‖地区計画区域・地区整備計画区域＼●　肩　百　■　匠■t■‘■■壁面線（道路まで1m以上）壁面線（道路まで2m以上）一＝＝」〉／，9tWtwwtt　口　諺f6°　−Q5野田市駅西地区　地区計画計画図（かき又はさくの制限図）［｝］　　�K能。巳oo．D「」　翻o。・°旦・・．　　⊂bコ　　　L一口　　S＝1／4，000．ロー一＿も　　　　／∠K［　／　　　　Kk・、凡　例地区計画区域・地区整備計画区域　　　　1�B　○●●●1e■■●111M川1川1川llかき又はさくの構造制限かき又はさくを設置しない部分一）1　Q，、1硲　　◎諺／。v　　　　Q6野田市駅西地区　地区計画　用途規制一覧表地　　区区　分商業地区近隣商業地区準丁業地区○；建築基準法において建てられる建築吻等の用途△1建築基準法において一定の範田で建てられる建築物等の用途×：建築基準法において制限する建築物等の用途●：地区計画において制限する建築物等の用途（※1：1階部分を制限※2：1階部分のうち駅前線に面する部分を制限）用　　途地　域商業地域近隣商業地域準工業地域住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、長屋●※1●※2○庄群兼用住宅（活舗、事務所などの部分が50n似下かつ建築物の延べ而積の1／2未満のもの●※1●※2○幼稚園、小学t交、中学佼、高等穿校、図書館等○○○神社、寺院、教会等○○○老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等○○○公衆浴場、診療所、保育所等○○○公瑚撤病院需老人福祉センター、児竜厚生方巌等○○○巡査派出所、公衆電話所、郵使局○○○大学、高等専門学校、専修学佼等○○○病院○○o自動車教習所●●●店舗等の床面積が、150nf以ドのもの○○○〃　　　　　　15011fを超え5001�u以下のもの○○○〃　　　　　　　　5001�uを超え1，500n似下のもの○○O店舗等〃　　　　　1，5001〕fを超え3ρ00nf以ドのものO○○〃　　　　　3，000nfを超え10ρ00　nf以下のもの○○O〃　　　　　10，000［�uを超えるもの○○○事務所等の床而積が、15011f以トのもの○○○〃　　　　　150］�uを超え500）〕似．トのもの○○○事務所等〃　　　　　500nlを超え1，5001τ似ドのもの○○○〃　　　　1，500nlを超え3，00011f以トのもの○○○〃　　　　3，00011fを超えるもの○○○ホ　テル等ホテル、旅館○○○ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場等の運動施設○o○マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所場外車券売場等●●●カラオケボックス等○○o遊鋤搬剛徹缶設等劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等○○○キャバレー等●×●個室付裕場業に係わる公衆浴場その他これらに類するもの●××畜舎（動物病院及びベットショッフ等で、酬勿の収容σ）用に供する部分の床面積の合計が1511似下のものを除く。）●●●単独車庫（附属車庫を除く）○○○建築物附属白動車車庫○○○倉庫業倉庫●●○自動車修理⊥場（∬業場の床面情｝逗0011f以下のもり○○○自動車修理．1二場（「Fキき場の床面積が30GHfを超えるもの）××○上場飾等パン辰、米屋、U勘屋、畳屋、自転車店等で作業場の床而積〃）合計が5011『以下かつ原動機の山力が一定以ドのもの○○○作業1易の床而積の合計が1501］1以トの1二場で危険14弐蝋境を悪化させろおそれが非常に少ないもの○○○1撲場の床面債の介計が15011fを超える工場で危1；剣生や環境を悪1ヒさせるおそれが非常に少ないもの××○火薬頓、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設O○○’∫　　　　　　　　　　　　　　　　少ない施設○○○〃　　　　　　　　　　　　　　　やや多い施設××o集会場　集会場（業として葬儀を行うものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●7

